別記様式第3号（第5条関係）
興建第　　　　　　　号
　　年　　月　　日

民間賃貸住宅建設支援事業補助金交付（却下）決定通知書


　　　　　　　　　　　　　　様


興部町長　　　　　　　　　　㊞

年　　月　　日付けで申請のありました補助金の交付について
興部町民間賃貸住宅建設支援事業補助金交付要綱第5条第3項の規定により、下記のとおり決定しましたので通知します。　　　
	1 決定の可否
(理由：却下の場合)
	交　　付　　・　　却　　下
理由：

	2 建設場所
	興部町字

	3 建物の用途
	□共同住宅　□長屋建住宅　□戸建住宅

	4 建物の構造及び階数
	□木造　□その他（　　　　　　　造）　　　階建

	5 建物の面積
	建築面積：        ㎡　延床面積：        ㎡

	6 戸当たり床面積
	　　　　　　　　　㎡

	7 建設戸数
	　　　　　　　　　戸

	8 完成予定年月日
	　　　　年　　月　　日

	9 補助金交付額
	金　　　　　　　　　　　　　円



備考
1　補助事業者は、事業を当該年度末までに完了しなければなりません。
2　建設工事の適正な施工のため、関係職員が工事の状況等を確認又は指導す
る場合があります。
3　補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに事業実施報告書を提出し
なければなりません。当該年度末までに完了しなければなりません。
4　次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定を取消し、既に交付さ
れた補助金の全部又は一部の返還を命じる場合があります。
(1)　偽り、その他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2)　指定管理日までの間に、当該賃貸住宅を取り壊し、若しくは改築し又は
他の用途に変更したとき。
(3)　その他、要綱の規定に違反したとき。
5　指定管理日までの間に、次のいずれかに該当し、地位を承継する必要が生じ
た場合は、その承継者は地位承継承認申請書（別記様式第10号）を町長に提
[bookmark: _GoBack]出し、承認を受けなければなりません。
(1)　補助事業者が合併等をした場合は、合併等により設立された法人。
(2)　補助事業者が賃貸住宅を譲渡した場合、その譲渡人。
